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令和２年第４回中頓別町議会定例会会議録

〇議事日程（第２号）

令和２年１２月１０日（木曜日） 午前１０時００分開議

第 １ 議案第６７号 令和２年度中頓別町一般会計補正予算

第 ２ 議案第６８号 令和２年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算

第 ３ 議案第６９号 令和２年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算

第 ４ 議案第７０号 令和２年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算

第 ５ 議案第７１号 令和２年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算

第 ６ 議案第７２号 令和２年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

第 ７ 閉会中の継続調査申出について

〇出席議員（６名）

２番 長谷川 克 弘 君 ３番 西 浦 岩 雄 君

４番 宮 崎 泰 宗 君 ５番 東海林 繁 幸 君

６番 星 川 三喜男 君 ８番 村 山 義 明 君

〇欠席議員（２名）

１番 髙 橋 憲 一 君 ７番 細 谷 久 雄 君

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 小 林 生 吉 君

副 町 長 遠 藤 義 一 君

教 育 長 田 邊 彰 宏 君

総 務 課 長 小 林 嘉 仁 君

総 務 課 参 事 野 露 みゆき 君

総 務 課 参 事 笹 原 等 君

総 務 課 参 事 野 田 繁 実 君

総 務 課 主 幹 石 川 章 人 君

産 業 課 長 平 中 敏 志 君

産 業 課 参 事 永 田 剛 君

産 業 課 参 事 渡 邉 誠 人 君

産 業 課 主 幹 北 村 哲 也 君

建 設 課 長 土 屋 順 一 君
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建 設 課 主 幹 千 葉 靖 宏 君

保 健 福 祉 課 長 相 馬 正 志 君

保健福祉課参事 山 田 美緒子 君

教 育 次 長 工 藤 正 勝 君

教育委員会主幹 小 林 美 幸 君

国保病院事務長 長 尾 享 君

国保病院事務次長 西 村 智 広 君

会 計 管 理 者 藤 田 徹 君

認定こども園園長 相 座 豊 君

自 動 車 学 校 長 山 田 和 志 君

〇職務のため出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 今 野 真 二 君

議会事務局書記 田 辺 めぐみ 君
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◎議長の挨拶

〇議長（村山義明君） おはようございます。本日は細谷議員、髙橋議員から欠席届が提

出されております。

議員各位におかれましては、令和２年第４回定例会にご出席を賜りまして、誠にありが

とうございます。

昨日に引き続きマスクの着用、手の消毒など新型コロナウイルス感染症対策に努めてい

ただきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。

◎開議の宣告

〇議長（村山義明君） 定足数に達しておりますので、ただいまから令和２年第４回中頓

別町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程については、お手元に配付した議事日程第２号のとおりです。

（午前１０時００分）

◎議案第６７号

〇議長（村山義明君） 日程第１、議案第６７号 令和２年度中頓別町一般会計補正予算

を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。議案第

６７号 令和２年度中頓別町一般会計補正予算につきまして、笹原総務課参事から説明を

させていただきます。

〇議長（村山義明君） 笹原総務課参事。

〇総務課参事（笹原 等君） おはようございます。よろしくお願いいたします。議案第

６７号 令和２年度中頓別町一般会計補正予算についてご説明申し上げます。

予算書１ページをお開き願います。令和２年度中頓別町一般会計補正予算。

令和２年度中頓別町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条第１項 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，７４２万９，０００

円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ４１億７，３７３万９，０００円

とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和２年１２月９日提出、中頓別町長。

事項別明細書、歳出からご説明をいたします。１２ページをお開き願います。２款総務
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費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額から３００万円を減額し、５億２，０

００万４，０００円とするもので、内容は総務関連事務事業、１１節役務費で郵便料とし

て５０万円を追加、中頓別町奨学金等償還支援事業、２０節貸付金で奨学金等の一括償還

に対する貸付金の執行見込みがないことから３５０万円を減額。

４目財産管理費では、既定額に２２万４，０００円を追加し、３，１３５万９，０００

円とするもので、役場庁舎維持管理事業、１０節需用費で庁舎電気料に不足が生じる見込

みであることから同額を追加。

８目防災対策費では、既定額に２５１万４，０００円を追加し、５，９２４万８，００

０円とするもので、防災対策事業、１２節委託料で同額を追加。防災や災害時の情報発信

のほか、各種業務に活用するためゼンリン住宅地図閲覧サービス導入に係る業務委託料と

して計上するものでございます。詳細につきましては、別途配付しております総務課総務

グループ作成の説明資料をご参照願います。

１０目情報推進費では、既定額に７７万９，０００円を追加し、１，７００万３，００

０円とするもので、中頓別町電子自治体推進事業、１０節需用費で同額を追加。パソコン

ソフトウエアのライセンス追加やプリンター用のトナー代として追加するものでございま

す。

１１目新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費では、既定額に３９４

万円を追加し、１億４，４５２万１，０００円とするもので、地方創生臨時交付金事業と

して同額を追加するものでございます。別に配付してございます総務課政策経営室作成の

説明資料に交付金事業の詳細について記載させていただいておりますので、併せて御覧い

ただければと思いますけれども、内容につきましてはテレワーク促進事業といたしまして、

１１節役務費でＷi―Ｆi回線利用料７３万３，０００円と１２節委託料でテレワーク環境

整備業務委託料８０万６，０００円、１７節備品購入費で職員用端末７４万８，０００円

をそれぞれ減額し、１７節備品購入費でシンクライアント用職員端末１９８万円を新規計

上、地方バス路線維持対策事業といたしまして１８節負担金補助及び交付金に９９８万円

を計上、新型コロナウイルス感染症の影響による減収に対する支援措置として計上するも

のでございます。認定こども園感染症予防対策事業といたしまして、１０節需用費に消毒

に要する消耗品費として２５万円を計上、１７節備品購入費に脱菌脱臭装置購入費として

２１８万３，０００円を計上、新型コロナ院内感染対策設備整備事業といたしまして１８

節負担金補助及び交付金で第４回臨時会において計上いたしました国保病院に設置する空

気清浄除菌脱臭装置及び水道箇所の増設とセンサー式水洗への交換に要する費用８６０万

６，０００円について、別途国が都道府県に措置しております新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援交付金が活用できることとなりましたことから、これを皆減し、新規に検温

機能付顔認証リーダー装置の整備費４４万円を計上するものであります。

予算書１４ページをお開き願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務

費では、既定額に１万７，０００円を追加し、３，２８７万１，０００円とするもので、
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社会福祉総務事業、１１節役務費で車両定期点検料１万７，０００円を計上。

４目障害者福祉費では、既定額に１，８９２万５，０００円を追加し、１億４，９１１

万６，０００円とするもので、内容は障害者総合支援給付事業、１９節扶助費で給付対象

者の増により給付費１，８００万円を追加。地域生活支援事業、１２節委託料で令和３年

度の報酬改定及び制度改正に伴うシステム改修費として８８万円を計上、１８節負担金補

助及び交付金で枝幸町地域活動支援センターの追加負担分として４万５，０００円を追加。

詳細につきましては、別途配付しております保健福祉課作成の予算説明資料をご参照願い

ます。

２項児童福祉費、２目児童措置費では、既定額に３３万円を追加し、１，６１８万９，

０００円とするもので、児童手当支給事業、１９節扶助費で対象児童の増加により同額を

追加。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目予防費では、既定額に４８万円を追加し、２，１７

８万７，０００円とするもので、保健予防事業、１８節負担金補助及び交付金で保健師及

び管理栄養士の養成助成金に不足が生じる見込みでありますことから、同額を追加。

６款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費では、既定額に９４２万４，０００円

を追加し、１億４，９９５万５，０００円とするもので、内容は農業振興事業、１８節負

担金補助及び交付金で今年度実施の農業農村整備事業に係る事業量が増加したことに伴い、

北海道土地改良事業団体連合会への負担金６万６，０００円を追加。中山間地域等直接支

払交付金交付事業、１８節負担金補助及び交付金で交付単価の上昇に伴う不足額として７

８４万３，０００円を追加。１７ページを御覧いただきまして、中頓別町農業担い手育成

事業、１８節負担金補助及び交付金で平成２８年度に経営を開始した新規就農者に対する

農用地及び農業用施設の賃貸に係る奨励金に不足が生じる見込みでありますことから、７

３万５，０００円を追加。６次産業化推進事業、１節報酬で６０万円、３節職員手当等で

１８万円を計上。いずれも本事業に携わる地域おこし協力隊員に係る人件費を計上するも

のでございます。人件費の詳細につきましては、２０ページ以降の給与費明細書をご参照

いただければと思います。

３目畜産業費では、既定額に４８１万３，０００円を追加し、７，２３１万６，０００

円とするもので、循環農業支援センター管理事業、１０節需用費で循環農業支援センター

作業車両修繕料として同額を計上。詳細につきましては、別途配付しております産業課産

業グループ作成の予算説明資料をご参照願います。

７款商工費、１項商工費、２目観光費では、既定額に３６６万３，０００円を追加し、

９，７４３万５，０００円とするもので、ピンネシリ温泉運営事業、１０節需用費で温泉

の沸かし湯浴槽の稼働に必要となるろ過器が老朽化により使用できなくなったため修繕す

る費用として同額を計上。

８款土木費、５項住宅費、１目住宅管理費では、既定額に５０万１，０００円を追加し、

２，６８２万円とするもので、公営住宅維持管理事業、１０節需用費で西団地老人向け単
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身者住宅のインターホン取替え費用として３０万円を追加、１７節備品購入費で２階建て

公営住宅に設置する消火器購入費用２０万１，０００円を計上。詳細につきましては、建

設課建設グループ作成の予算説明資料をご参照願います。

２目住宅建設費では、既定額から１，８００万円を減額し、１，４０３万９，０００円

とするもので、住宅建設促進事業、１８節負担金補助及び交付金で民間賃貸住宅建設に係

る補助申請の見込みがないことから同額を減額。

９款消防費、１項１目消防費では、既定額から１８５万７，０００円を減額し、１億５，

７２９万４，０００円とするもので、消防事業、１８節負担金補助及び交付金で同額を減

額するものでございます。

補正予算書後ろのほうに添付しております２枚になります。一般会計予算別紙内訳明細

書、１ページ、２ページのところを御覧いただきたいと思います。

初めに、明細書１ページを御覧いただきたいと思います。常備消防費、消防本部費で２

８７万４，０００円を減額。中頓別支署費で１０１万７，０００円を追加するものでござ

います。

主な内容につきましては、２ページの事務事業別にてご説明をいたします。消防本部負

担金では、給与費などで１３万４，０００円を追加した一方、前年度繰越金で３００万８，

０００円が特定財源として歳入に繰り入れられ、合わせまして２８７万４，０００円を減

額するものでございます。

救急資機材維持管理業務では、１７節備品購入費で救急訓練人形購入に伴う入札減など

全体で８万５，０００円を減額。

消防車両・資機材整備維持管理業務におきましても、１７節備品購入費の見積り合わせ

の減によりまして２万円を減額。

庁舎・備品維持管理では、１１７万２，０００円を追加するもので、１０節需用費で消

防庁舎玄関ドアのフロアヒンジを交換する修繕料として３１万２，０００円を追加。また、

公共施設で順次進めておりますＬＥＤ照明器具の交換に要する費用として、１３節使用料

及び賃借料で３万４，０００円、１４節工事請負費で８２万６，０００円をそれぞれ追加。

その他グループ内庶務では、３節職員手当等でコロナ感染対策として勤務体制の変更及

び転院搬送を含めた救急出動の増加に伴い、時間外手当、夜間勤務手当、救急業務手当、

自宅待機手当など、合わせまして７５万５，０００円を追加した一方、休日勤務手当では

年度内の勤務シフトがおおむね確定したことから８０万５，０００円を減額し、事業全体

で５万円の減額をするものでございます。

補正予算書のほうにお戻りいただきまして、１８ページをお開き願います。１０款教育

費、１項教育総務費、２目事務局費では、既定額に３０万円を追加し、１億１２３万９，

０００円とするもので、教育委員会事務局事業、３節職員手当等で時間外勤務手当に不足

が生じる見込みでありますことから同額を追加。

２項小学校費、１目学校管理費では、既定額に１７５万円を追加し、２，３０４万８，
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０００円とするもので、小学校施設維持管理事業、１０節需用費で消毒に要する消耗品費

として２５万円を、換気に伴い増加が見込まれる燃料費として１５０万円を追加。

３項中学校費、１目学校管理費では、既定額に８６万５，０００円を追加し、１，７１

７万８，０００円とするもので、中学校施設維持管理事業、１０節需用費で消毒に要する

消耗品費として２５万円を、換気に伴い増加が見込まれる燃料費として６１万５，０００

円を追加するものでございます。

４項社会教育費、１目社会教育総務費では、既定額に８万８，０００円を追加し、８５

９万６，０００円とするもので、少年教育推進事業、３節職員手当等で会計年度任用職員

に係る住宅手当及び寒冷地手当として同額を計上。

５項保健体育費、１目保健体育総務費では、既定額に１５万円を追加し、３９７万９，

０００円とするもので、社会体育推進事業、１０節需用費に１０万７，０００円、１１節

役務費に２，０００円、２６節公課費に４万１，０００円をそれぞれ追加、いずれも公用

車車検費用として計上するものでございます。詳細につきましては、別途配付してござい

ます教育委員会作成の予算説明資料をご参照願います。

１２款諸支出金、１項１目特別会計繰出金では、既定額に１５２万３，０００円を追加

し、２億５０５万９，０００円とするもので、特別会計繰出金事業、２７節繰出金で同額

を追加、介護保険事業特別会計に１０５万１，０００円、後期高齢者事業特別会計に４７

万２，０００円をそれぞれ追加、各特別会計のシステム改修に係る一般会計からの負担分

として繰り出しするものでございます。

６ページにお戻りください。歳出合計、既定額に２，７４２万９，０００円を追加し、

４１億７，３７３万９，０００円とするものでございます。

続きまして、歳入についてご説明をいたします。８ページをお開き願います。１３款国

庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金では、既定額に９２２万円を追加し、

６，１３１万３，０００円とするもので、１節児童手当国庫負担金で２２万円を追加、３

節障害者自立支援給付費国庫負担金で９００万円を追加、いずれも対象者の増加に伴う追

加でありまして、民生費の児童手当支給事業及び障害者総合支援給付事業に充当する財源

として計上するものでございます。

２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金では、既定額に４４万円を追加し、１億８，８

９６万７，０００円とするもので、２節地域生活支援事業費国庫補助金で同額を計上。歳

出の地域生活支援事業、障害者福祉システム改修費用に対する補助金として計上。

４目土木費国庫補助金では、既定額から８１０万円を減額し、１億１，６４０万１，０

００円とするもので、２節公営住宅建設事業等補助金で同額を減額、民間賃貸住宅建設に

係る補助申請の見込みがないことから、当該事業に対する補助金を皆減するものでござい

ます。

１４款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金では、既定額に４５５万５，００

０円を追加し、４，５３４万５，０００円とするもので、１節児童手当道負担金で５万５，
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０００円を追加、５節障害者自立支援給付費道負担金で４５０万円を追加、いずれも対象

者の増加に伴う追加でありまして、民生費の児童手当支給事業、障害者総合支援給付事業

に充当する財源として計上。

２項道補助金、４目農林業費補助金では、既定額に５８８万１，０００円を追加し、１

億１，５４７万５，０００円とするもので、８節中山間地域等直接支払交付金に同額を追

加、歳出の中山間地域等直接支払交付金交付事業に充当する交付金として計上するもので

ございます。

１７款繰入金、１項基金繰入金、６目公共施設整備等基金繰入金では、既定額に８９７

万７，０００円を追加し、８，１３７万１，０００円とするもので、歳出、循環農業支援

センター管理事業の作業車両修繕費に４８１万３，０００円を充当、ピンネシリ温泉運営

事業の温泉ろ過器修繕費に３６６万３，０００円を充当、公営住宅維持管理事業のインタ

ーホン取替え及び消火器設置に係る費用として５０万１，０００円をそれぞれ充当するた

め繰り入れるものでございます。

１０ページをお開きいただきまして、８目奨学金等償還支援基金繰入金では、既定額か

ら３５０万円を減額し、１９２万円とするもので、歳出、中頓別町奨学金等償還支援事業

の減額に伴うものでございます。

１８款繰越金、１項１目繰越金では、既定額に９７５万６，０００円を追加し、７，２

２８万８，０００円とするもので、１節前年度繰越金に同額を追加、歳出の一般財源とす

るものでございます。

２１款法人事業税交付金、１項１目法人事業税交付金では、新規に２０万円を計上する

もので、平成２８年度税制改正におきまして創設されまして、消費税率の引上げ延長に伴

い施行が延長されていたものでありますが、法人住民税に係る地方への配分割合が引き下

げられたことに伴いまして、その補填措置として新たに交付されるものでございます。

４ページにお戻りください。歳入合計、既定額に２，７４２万９，０００円を追加し、

４１億７，３７３万９，０００円とし、歳入歳出のバランスを取ってございます。

以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

東海林さん。

〇５番（東海林繁幸君） これ本当は事前に担当者に聞いて、分かるものを本会議でたま

たま気がついたので、あえて申し訳ないですけれども、質問させてもらいます。

まず、１５ページの中山間地域等直接支払交付金ですが、これ総額で幾らになったので

すか。これは、追加分ですけれども。それで、これの対象戸数は何戸になっているのかと

いうのと、これは地域枠と個人枠に分かれているはずなので、その辺の内容を知らせてい

ただきたい。

それと、もう一つ、これ小さいことなのだけれども、消防費の中で最後の資料の２ペー

ジに入っていますけれども、支署のＬＥＤ化工事の工事費は分かるのだけれども、リース
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料って一体何なのですか。これ金額的に小さいけれども、工事やるのにリース料がかかる

のかどうか、その辺不思議に思ったので、お答えいただきたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林総務課長。

〇総務課長（小林嘉仁君） 消防のＬＥＤに関してお答えしたいと思います。

これ実はＬＥＤ工事のほうは取付け工事のみの対応としていまして、この蛍光管に関し

ましてはリースとしています。リース費は、５年間のリースということで整理をかけさせ

ていただいているところであります。それによって、一定にかかる工事費のほうにどんと

お金かかるのを通年のほうで５年間で引き延ばしをしていって、通常の電気料の使用料と

なるべく相殺できるような考え方で平準化したいというふうな考え方で整理をしていると

ころと。なお、リースでございますので、もし切れたりなんかすると無料でその機器自体、

蛍光管もそうですけれども、蛍光管切れたら蛍光管が取替えが来るというふうな感じで整

理をしているところでございます。

〇議長（村山義明君） 平中産業課長。

〇産業課長（平中敏志君） 中山間地域等直接支払交付金の部分でございますが、総体の

事業費としては３，９４７万４，１９８円の交付金と、総額ですね。このうち２分の１が

国からの交付金で４分の１が道からの交付金、町の負担金が４分の１という形になるとこ

ろでございます。

あと、大変申し訳ありません。今の集落予定の参加戸数ですが、今手持ちの資料がない

ので、今確認しますので、もう少々お待ちください。

〇議長（村山義明君） 平中産業課長。

〇産業課長（平中敏志君） 大変申し訳ございません。

対象戸数としては４３戸でございます。

あと、申し訳ありません。地域と個人の配分でございますが、個人配分につきましては

交付金の６割ということで、残りを地域の共同取組に活用するということになってござい

ます。

〇議長（村山義明君） 東海林さん。

〇５番（東海林繁幸君） 分かりました。

それで、消防のリース料、まだ理解できない。普通ＬＥＤ化したら、リースなんか伴わ

ないでしょう。何で消防だけそうなるわけ。それが１つ。

それと、平中課長、もう一つ知りたいのは、農家戸数４３戸というのはどういったこと

になるのですか。今の農家戸数の実態と違うのでないかという思いが１つ、どうして増え

ているのかな。

それと、それぞれの対象者によって金額が違うと思う。一番多い人と一番少ない人だけ

でいいから、分かれば金額的に示してください。

〇議長（村山義明君） 小林総務課長。

〇総務課長（小林嘉仁君） このＬＥＤ化に関しましては、以前議会のほうにも若干ご説
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明していたと思うのですが、役場の庁舎に関しても同様で、この電気の管については５年

間リースにしています。工事のほうで改装が必要でございますので、その工事については

工事費として支出をすると。管が切れた場合に５年間はそれは無償で交換になりますので、

そのほうが安上がりということと、１年間にどんとお金がかかるということではなく、１

年目は工事費のほうで結構かかる感じになりますけれども、それ以降５年間で使用料の部

分と相殺しながら、なるべく経費を抑えながらリースということでお金を返していくと。

５年間過ぎた後に関しましては、あとは町の独自の管理施設のほうで当然維持管理をして

いくという形になります。そういう感じでお話をしておりまして、実はそれから規定が外

れていますのは自動車学校だけでございます。自動車学校につきましては、もう機械自体

が相当古いものですから、それに関しては機械ごと取り替えたほうがいいと。実は、リー

スの部分と、それから工事代金と、それから新規に入れる分を一応比較をしたのですけれ

ども、余り変わらないという状況でございましたので、そこの箇所だけに関しましては全

部取替えということで工事のほうで実施をさせていただいたということでございます。

〇議長（村山義明君） 平中産業課長。

〇産業課長（平中敏志君） 先ほどの対象農家の部分でございますが、搾乳農家につきま

しては三十数戸ということなのですけれども、この交付金の対象者につきましては、搾乳

農家だけではなくて、土地を利用されている方も対象になりますので、搾乳農家以外で牧

草を自分で管理して耕作をしているという方につきましても配分の対象になります。

先ほどもう一つありました個人配分の額ですが、最高の額として１６０万円ほど、最低

の方については６，０００円ほどということになります。

〇議長（村山義明君） ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討

論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第６７号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第６７号 令和２年度中頓別町一般会計補正予算は原案のとおり可決され

ました。

◎議案第６８号

〇議長（村山義明君） 日程第２、議案第６８号 令和２年度中頓別町自動車学校事業特

別会計補正予算を議題とします。
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提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第６８号 令和２年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正

予算につきまして、山田自動車学校長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 山田自動車学校長。

〇自動車学校長（山田和志君） よろしくお願いします。議案第６８号 令和２年度中頓

別町自動車学校事業特別会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開きください。令和２年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算。

令和２年度中頓別町の自動車学校事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１７万４，０００円を追加し、

歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ４，５９６万３，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和２年１２月９日提出、中頓別町長。

事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開きください。１款総務費、

１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額に５１７万４，０００円を追加し、４，５

９６万３，０００円とするものです。内容は、１節報酬で冬期作業員報酬、これは送迎担

当でありますが、１７万円を追加、豊富町、幌延町、猿払村知来別などの教習生の送迎に

対応するため９月から送迎担当の臨時職員を採用したことにより追加。２節給料では、２

１１万２，０００円を追加、令和２年６月より会計年度任用職員として１名、指導員を採

用したことにより追加。３節職員手当では、２３８万２，０００円を追加、新たに採用し

た職員の各種手当、時間外手当については新たに採用した職員分４４万４，０００円、夏

期送迎に職員が担当しまして、これから高校生の入校する繁忙期に不足が生じると見込ま

れるために９７万６，０００円を追加。４節共済費では、採用した職員の社会保険料とし

て５１万円の追加であります。

６ページをお開きください。歳出合計、既定額に５１７万４，０００円を追加し、４，

５９６万３，０００円とするものです。

続いて、歳入についてご説明いたします。８ページをお開きください。１款使用料及び

手数料、１項使用料、１目自動車学校使用料で、既定額に５１７万４，０００円を追加し、

３，１７５万７，０００円とするもので、普通車教習生授業料追加によるものです。

４ページ、５ページをお開きください。歳入合計、既定額に５１７万４，０００円を追

加し、４，５９６万３，０００円とし、歳入歳出のバランスを取っておりますので、よろ

しくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第６８号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第６８号 令和２年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算は原案の

とおり可決されました。

◎議案第６９号

〇議長（村山義明君） 日程第３、議案第６９号 令和２年度中頓別町国民健康保険事業

特別会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第６９号 令和２年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補

正予算につきまして、相馬保健福祉課長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 相馬保健福祉課長。

〇保健福祉課長（相馬正志君） よろしくお願いいたします。議案第６９号 令和２年度

中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開きください。令和２年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算。

令和２年度中頓別町の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５万３，０００円を追加し、

歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４，１４２万１，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和２年１２月９日提出、中頓別町長。

最初に、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開きください。１

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額に２４万８，０００円を追加し、

７９５万９，０００円とするもので、１２節委託料に社会保障・税番号制度システム改修

委託料に被保険者証に個人を識別する２桁の枝番を追加するシステム改修分として追加す

るものであります。

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者還付金では、既定額に１

０万５，０００円を追加し、２０万５，０００円とするもので、２２節償還金利子及び割

引料で一般被保険者に係る保険税の還付金が当初の予算額に不足額が生じるため、追加す
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るものであります。

６ページをお開きください。歳出、既定額２億４，１０６万８，０００円に対して３５

万３，０００円を追加し、２億４，１４２万１，０００円とするものであります。

続きまして、歳入をご説明いたします。８ページをお開きください。２款国庫支出金、

１項国庫補助金、２目社会保障・税番号制度システム整備費補助金では、既定額に２４万

８，０００円を追加し、３０万９，０００円とするもので、システム改修費に係る経費に

ついて、国からの補助金として１０分の１０の補助の対象となるものであるため、追加す

るものであります。

５款繰越金、１項繰越金、１目その他繰越金では、既定額に１０万５，０００円を追加

し、１０万６，０００円とするもので、歳出、諸支出金の一般被保険者還付金の支出に係

る経費を前年度繰越金で追加するものであります。

４ページをお開きください。歳入、既定額２億４，１０６万８，０００円に対して３５

万３，０００円を追加し、２億４，１４２万１，０００円とし、歳入歳出のバランスを取

っているところであります。

以上、簡単ではありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお

願いいたします。

〇議長（村山義明君） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時３９分

再開 午前１０時４０分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を続けます。

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第６９号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第６９号 令和２年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算は原案

のとおり可決されました。

◎議案第７０号

〇議長（村山義明君） 日程第４、議案第７０号 令和２年度中頓別町国民健康保険病院
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事業会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第７０号 令和２年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補

正予算につきまして、長尾国保病院事務長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 長尾国保病院事務長。

〇国保病院事務長（長尾 享君） 議案第７０号 令和２年度中頓別町国民健康保険病院

事業会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開きください。総則、第１条、令和２年度中頓別町国民健康保険病院事業

会計の補正予算は、次に定めるところによる。

収益的収入及び支出、第２条、令和２年度中頓別町国民健康保険病院事業会計予算第３

条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。病院事業収益につきまし

ては、既決予定額に２６９万５，０００円を追加し、５億９，４６０万１，０００円とす

るものです。病院事業費用では、既決予定額に２６９万５，０００円を追加し、５億９，

４６０万１，０００円とするものであります。

資本的収入及び支出、第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。資本的収入につきましては、既決予定額に１６５万５，０００円を追加

し、３，３７４万６，０００円とするものです。資本的支出では、既決予定額に１３７万

９，０００円を追加し、３，９４６万２，０００円とするものであります。なお、収益的

収入が収益的支出額に対し不足する額５７１万６，０００円は、当年度分損益勘定留保資

金で補填する。

令和２年１２月９日提出、中頓別町長。

それでは、収益的収支の支出をご説明いたします。９ページをお開き願います。また、

併せて提出しております病院事業会計補足説明資料の３ページをお開き願います。１款病

院事業費用、１項医業費用、２目材料費は、既決予算額に２５８万５，０００円を追加し、

５，４７４万７，０００円とするもので、診療材料費に同額を計上、新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交付金の補助対象となる感染対策用診療材料費の追加計上であります。

３目経費は、既決予定額に１１万円を追加し、８，９７８万７，０００円とするもので、

消耗品費に同額を計上、こちらも新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の補助対

象となる感染症対策用消耗品費の追加計上であります。

次に、収益的収支の収入をご説明いたします。７ページをお開きください。１款病院事

業収益、３項医業外収益、３目他会計負担金は、既決予定額より４８９万３，０００円を

減額し、１億８，３０４万５，０００円とするもので、他会計負担金に同額を計上、新型

コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金分として計上しておりました事業について、

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金にて補助金申請をした結果、交付決定され

たセンサー式水道取替え工事、水道増設工事費分を減額するものであります。
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７目国庫補助金は、既決予算額より１６万５，０００円を減額し、４９０万６，０００

円とするもので、国庫補助金に同額を計上、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付

金が道補助金に変更されたことに伴う減額であります。

８目道補助金は、新たに７７５万３，０００円を追加するもので、新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交付金が道補助金として交付決定されたことに伴う計上であります。

続きまして、資本的収支の支出をご説明いたします。１３ページをお開き願います。ま

た、病院事業会計補足説明資料の３ページ及び４ページをお開き願います。１款資本的支

出、２項建設改良費、１目固定資産購入費は、既決予定額に１３７万９，０００円を追加

し、３，２１３万２，０００円とするもので、機械備品購入費に同額を計上、新型コロナ

ウイルス感染症の院内持込み防止対策として導入する検温機能付顔認証リーダーの購入費

用４４万円の計上、さらに国から早期導入が求められておりますマイナンバーカードによ

り読み取った情報を維持システムと照合するためのオンライン資格確認システムの導入費

用９３万９，０００円の計上であります。なお、マイナンバーカードの読み取り装置につ

いては、国からの無償譲渡されることとなっております。

次に、資本的収支の収入をご説明いたします。１１ページをお開きください。１款資本

的収入、１項負担金交付金、１目一般会計負担金は、既決予算額より３２７万３，０００

円を減額し、８０９万１，０００円とするもので、一般会計負担金に同額を計上、新型コ

ロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金分として計上しておりました事業について、

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金にて補助金申請をした結果、交付決定され

ました空気清浄除菌脱臭装置を減額するとともに、新たに検温機能付顔認証リーダーの購

入分を計上するものであります。

３項補助金、１目国庫補助金は、既決予定額より１，５６５万８，０００円を減額し、

４６万９，０００円とするもので、国庫補助金に同額を計上、新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援交付金が道補助金に変更されたことに伴う減額及び新たにオンライン資格認

証システム導入に係る整備補助金４６万９，０００円、これは補助率２分の１となってお

ります。それを計上するものであります。

２目道補助金は、新たに２，０５８万６，０００円を計上するもので、新型コロナウイ

ルス感染症緊急包括支援交付金が道補助金として交付決定されたことに伴う計上となって

おります。

予定貸借対照表につきましては３ページに、キャッシュフロー計算書は５ページに添付

しておりますので、ご参照願います。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第７０号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

（何事か呼ぶ者あり）

よって、議案第７０号 令和２年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算は原案

のとおり可決されました。

◎議案第７１号

〇議長（村山義明君） 日程第５、議案第７１号 令和２年度中頓別町介護保険事業特別

会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第７１号 令和２年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予

算につきまして、相馬保健福祉課長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 相馬保健福祉課長。

〇保健福祉課長（相馬正志君） 議案第７１号 令和２年度中頓別町介護保険事業特別会

計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開きください。令和２年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算。

令和２年度中頓別町の介護保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９３万１，０００円を追加し、

歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億２，９０３万２，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和２年１２月９日提出、中頓別町長。

最初に、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開きください。１

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額に１９３万１，０００円を追加

し、４４６万７，０００円とするもので、１２節委託料で令和３年度の介護保険制度改正

に伴うシステム改修分として追加するものであります。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費では、既定額

に５５０万円を追加し、２，３６８万６，０００円とするもので、１８節負担金補助及び

交付金で特定施設入居者生活介護につきまして、これまでの給付実績と今後の状況を見込

み追加するものであります。
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３目施設介護サービス給付費では、既定額から６７０万円を減額し、１億２，７３６万

５，０００円とするもので、１８節負担金補助及び交付金で施設介護サービス給付費介護

老人福祉施設で施設入所者の減少に伴い、これまでの給付実績と今後の状況を見込み減額

するものであります。

４目居宅介護福祉用具購入費では、既定額から１０万円を減額し、１５万円とするもの

で、１８節負担金補助及び交付金で福祉用具のこれまでの給付実績と今後の見込みにより

減額するものであります。

５目居宅介護住宅改修費では、既定額に１０万円を追加し、３５万円とするもので、１

８節負担金補助及び交付金で住宅改修の件数の増加に伴い予算不足が生じるため追加する

ものであります。

２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費では、既定額に６０万円を

追加し、２３２万２，０００円とするもので、１８節負担金補助及び交付金で介護予防通

所リハビリテーションの給付の増加に伴い追加するものであります。

２目介護予防サービス計画給付費では、既定額に５０万円を追加し、７７万円とするも

ので、１８節負担金補助及び交付金で介護予防におけるケアプラン作成件数の増加に伴い

追加するものであります。

１２ページをお開きください。３目介護予防福祉用具購入費では、既定額に１０万円を

追加し、２０万円とするもので、１８節負担金補助及び交付金で介護予防に係る福祉用具

の増加に伴い予算不足が生じるため追加するものであります。

６ページをお開きください。歳出、既定額２億２，７１０万１，０００円に対して１９

３万１，０００円を追加し、２億２，９０３万２，０００円としました。

続きまして、歳入をご説明いたします。８ページをお開きください。４款国庫支出金、

２項国庫補助金、５目介護保険事業費補助金では、新規に８８万円を計上するもので、歳

出総務費における介護保険システム改修委託料の経費に対する補助金として計上するもの

であります。

７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では、既定額に１０５万１，００

０円を追加し、３，４２０万５，０００円とするもので、歳出総務費の支出に対する事務

費繰入金として追加するものであります。

４ページをお開きください。歳入、既定額２億２，７１０万１，０００円に対して１９

３万１，０００円を追加し、２億２，９０３万２，０００円とし、歳入歳出のバランスを

取っているところであります。

以上、簡単ではありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどを

お願いいたします。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第７１号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第７１号 令和２年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算は原案のと

おり可決されました。

◎議案第７２号

〇議長（村山義明君） 日程第６、議案第７２号 令和２年度中頓別町後期高齢者医療事

業特別会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第７２号 令和２年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算につきまして、相馬保健福祉課長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 相馬保健福祉課長。

〇保健福祉課長（相馬正志君） 議案第７２号 令和２年度中頓別町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開きください。令和２年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計補正予算。

令和２年度中頓別町の後期高齢者医療事業特別会計補正予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８万９，０００円を追加し、

歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ３，１１０万５，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和２年１２月９日提出、中頓別町長。

最初に、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開きください。１

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額に５８万９，０００円を追加し、

２２８万１，０００円とするもので、１２節委託料で後期高齢者システム改修委託料に令

和３年度の制度改正に伴うシステム改修分として追加するものであります。

６ページをお開きください。歳出、既定額３，０５１万６，０００円に対して５８万９，

０００円を追加し、３，１１０万５，０００円といたしました。

続きまして、歳入をご説明いたします。８ページをお開きください。２款繰入金、１項

一般会計繰入金、１目事務費繰入金では、既定額に４７万２，０００円を追加し、４１４
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万８，０００円とするもので、１節事務費繰入金でシステム改修費に係る経費について一

般会計からの繰入金に係る分として計上するものであります。

５款国庫支出金、１項国庫補助金、１目後期高齢者医療制度円滑運営事業交付金では、

新規に１１万７，０００円を計上するもので、１節後期高齢者医療制度円滑運営事業交付

金でシステム改修費に係る経費に対する交付金として計上するものであります。

４ページをお開きください。歳入、既定額３，０５１万６，０００円に対して５８万９，

０００円を追加し、３，１１０万５，０００円とし、歳入歳出のバランスを取っていると

ころであります。

以上、簡単ではありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどを

お願いいたします。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第７２号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第７２号 令和２年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計補正予算は原

案のとおり可決されました。

◎閉会中の継続調査申出について

〇議長（村山義明君） 日程第７、閉会中の継続調査申出の件を議題とします。

議会運営委員会、いきいきふるさと常任委員会の各委員長から、お手元に配付しました

申出書のとおり閉会中の継続調査の申出があります。

お諮りします。本件については、各委員長申出のとおり決することにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。

◎閉会の議決

〇議長（村山義明君） お諮りします。

本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。

したがって、会議規則第７条の規定によって本日で閉会したいと思いますが、これにご
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異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。

◎閉会の宣告

〇議長（村山義明君） これで本日の会議を閉じます。

令和２年第４回中頓別町議会定例会を閉会します。

（午前１１時０２分）
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